
 

柏市介護職員初任者研修等受講料等助成に係るＱ＆Ａ  

 

 

 
問１  

申請はいつすればよいですか。  

 研 修 を 修 了 し ， か つ 柏 市 内 の 介 護 サ ー ビ ス 事 業 所 に ３ ヵ 月 以 上 継

続 し て 勤 務 を し て か ら 申 請 し て く だ さ い 。 な お ， 研 修 修 了 日 前 か ら

対 象 の 事 業 所 に ３ ヵ 月 以 上 継 続 し て 勤 務 し て い る 場 合 で も ， 対 象 に

な り ま す 。  

 

 

問２  

先着順とのことですが，残りの受付枠は確認できますか。  

 最 新 の 受 付 状 況 に つ き ま し て は ， 柏 市 ホ ー ム ペ ー ジ に て 公 表 し て

い ま す 。  

【 柏 市 ホ ー ム ペ ー ジ Ｕ Ｒ Ｌ 】  

https://www.city.kashiwa.lg.jp/kourei/kaigo/kaigosonota/1351

.html 

 

 

 

 
問３  

柏市外に住んでいる場合でも，対象になりますか 。  

 柏 市 内 の 介 護 サ ー ビ ス 事 業 所 に 就 労 さ れ て い る 場 合 は ， 対 象 に な

り ま す 。  

 

  

対象条件  

申請の流れ  

https://www.city.kashiwa.lg.jp/kourei/kaigo/kaigosonota/1351.html
https://www.city.kashiwa.lg.jp/kourei/kaigo/kaigosonota/1351.html


 

問４  

サービス付き高齢 者住宅や有料老人 ホーム ，障害福祉 サービス事

業所に勤めている場合は対象になりますか。  

介 護 保 険 の サ ー ビ ス 提 供 を 行 う 施 設 で は な い た め ， 対 象 に な り ま

せ ん 。 た だ し ， 指 定 を 受 け て い る 特 定 施 設 で あ れ ば ， 有 料 老 人 ホ ー

ム に つ い て も 対 象 に な り ま す 。  

必 ず 自 身 の 就 労 先 が 対 象 か ど う か を ご 確 認 く だ さ い 。 下 記 の 施 設

は 助 成 の 対 象 外 で す 。  

対象外施設 (一部抜粋 ) 

障 害 者 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所  訪 問 看 護  

訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン  病 院  

サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 住 宅  有 料 老 人 ホ ー ム (住 宅 型 ) 

居 宅 介 護 支 援  

 

 
問５  

受講費用について ，他の公的制度（ ハローワークの教 育訓練給付

制度，千葉県の給 付事業等）で一部 費用の助成を受け た場合 ，残

りの金額を本制度で申請することは 可能でしょうか。  

 国 や 県 の 補 助 制 度 や 他 の 自 治 体 の 補 助 金 等 の 助 成 制 度 と 重 複 し て

申 請 で き ま せ ん 。  

 

 
問６  

研修の受講先に指定はありますか。  

受 講 場 所 に つ い て 特 に 指 定 は ご ざ い ま せ ん 。  

 

 
問７  

派遣会社に登録し ており，柏市内の 対象事業所に 派遣 されて就労

する場合でも対象となりますか。  

雇 用 先 が 派 遣 会 社 の 場 合 は ， 助 成 の 対 象 外 で す 。  



 

問８  

現在休職中で，休 職前は３か月以上 の就労経験があり ます 。休職

中でも申請することは可能でしょうか。  

休 職 中 の 申 請 は 受 付 で き ま せ ん 。 復 帰 後 に ， 就 労 先 が 就 労 証 明 書

に て 働 い て い る こ と の 証 明 が 可 能 と な っ て か ら は 申 請 可 能 で す 。 な

お ， 休 職 前 の 就 労 経 験 が ３ か 月 未 満 の 場 合 は ， 休 職 前 と 復 帰 後 を 合

算 し て ３ か 月 以 上 就 労 し た 時 点 で 対 象 と な り ま す 。  

 

 
問９ (R7.6.19 追加 ) 

法人の代表者や役 員でも，介護職員 としても ３か月以 上就労 して

いる場合は対象となりますか。  

介 護 職 員 と し て も 就 労 し て い る 場 合 に つ い て は 対 象 と な り ま す 。  

 

 

 
問９  

『市税に滞納がな いことを証明する 書類 』の発行方法 が分かりま

せん。  

① 令 和 ７ 年 １ 月 １ 日 時 点 で 柏 市 に 住 ん で い る か た  

書 類 の 省 略 が 可 能 で す 。 省 略 し た い 場 合 は ， オ ン ラ イ ン 申 請 す

る 際 ， 納 付 状 況 の 照 会 に 関 す る 同 意 欄 に チ ェ ッ ク し て く だ さ い 。  

 

② 柏 市 に 納 税 し た こ と が な い か た ・ 柏 市 外 に 住 ん で い る か た  

前 住 所 や 住 ん で い る 市 町 村 に て 証 明 書 を 発 行 し て く だ さ い 。 市

町 村 税 を 納 め て い な い か た は ， 非 課 税 証 明 書 等 で も か ま い ま せ ん 。

※ 市 町 村 に よ っ て 書 類 の 名 称 が 異 な り ま す 。 異 な る 書 類 を 発 行 し

な い よ う ， 発 行 前 に 必 ず ご 確 認 く だ さ い 。  

※ 『 課 税 証 明 書 』 で は ， 市 税 に 滞 納 が な い こ と を 証 明 で き ま せ

ん 。  

 

  

申請書類  



 

問１０  

初任者研修と実務 者研修の両方を同 時に申請する場合 ，重複する

書類の省略は可能ですか。  

二 つ の 研 修 を 同 時 に 申 請 す る 場 合 ， 以 下 の 書 類 は 各 １ 枚 の ご 用 意

で 申 請 が 可 能 で す 。  

① 市 税 に 滞 納 が な い こ と を 証 明 す る 書 類  ② 就 労 証 明 書  

上 記 以 外 の 必 要 書 類 に つ い て は ， 各 研 修 ご と に ご 用 意 く だ さ い 。  

な お ， 同 時 で な い 場 合 は 再 発 行 ･再 作 成 が 必 要 と な り ま す 。  

 

 

問１１  

領収書が発行され ず手元にありませ ん。 振込明細書な ど，他の書

類で代用すること は可能でしょうか 。  

研 修 先 機 関 に 領 収 書 の 発 行 が 可 能 か ご 確 認 く だ さ い 。 再 発 行 が 難

し い 場 合 ， 高 齢 者 支 援 課 へ ご 連 絡 く だ さ い 。  

 

 

問１２  

修了証明書を，資 格の修了見込み書 で代用することは 可能でしょ

うか。  

見 込 み 書 の 場 合 は 受 付 で き ま せ ん 。 資 格 取 得 後 に 申 請 し て く だ さ

い 。  

 

 

問１３  

申請に必要な書類 が整ったのですが ，いつまでに申請 すればよい

でしょうか。  

『 就 労 証 明 書 』 及 び 『 市 税 に 滞 納 が な い こ と を 証 明 書 す る 書 類 』

を 発 行 し た 日 付 よ り ， ２ ０ 日 以 内 を 目 途 に 申 請 し て く だ さ い 。  

  



 

 

 
問１４  

研修の修了試験に 合格できなかった ため，再試験をし ました 。再

試験料は対象経費に含まれますか 。  

再 試 験 料 は 対 象 に な り ま せ ん 。 ま た ， 補 講 の 際 の 費 用 に つ い て も

同 様 に 対 象 に な り ま せ ん 。  

 

 

問１５  

実務者研修と介護 福祉士の資格取得 を目的とす るもの を セットで

申込した場合，どちらも対象経費に含まれますか。  

介 護 福 祉 士 の 取 得 経 費 は 対 象 に な り ま せ ん 。 実 務 者 研 修 取 得 に か

か っ た 費 用 の み ， 対 象 に な り ま す 。  

 

 

問１６  

研修先からキャッ シュバックを受け た， 又は就労先か ら助成を受

けた場合，申請可能でしょうか 。  

研 修 先 か ら の キ ャ ッ シ ュ バ ッ ク 額 や 事 業 所 若 し く は 法 人 の 負 担 額

を 差 し 引 い た 金 額 の み ， 申 請 可 能 で す 。 追 加 で 書 類 の 提 出 が 必 要 な

た め ， 申 請 前 に 高 齢 者 支 援 課 ま で ご 連 絡 く だ さ い 。 な お ， キ ャ ッ シ

ュ バ ッ ク が 全 額 の 場 合 は 申 請 で き ま せ ん 。  

 

 

問１７  

就労先の事業所や 法人に費用を立て 替えてもらいまし た が，申請

可能でしょうか。  

申 請 者 に よ る 立 て 替 え 分 の 支 払 い が 完 了 し た 場 合 の み 申 請 可 能 で

す 。 追 加 で 書 類 の 提 出 が 必 要 な た め ， 申 請 前 に 高 齢 者 支 援 課 ま で ご

連 絡 く だ さ い 。  

 

対象経費  



 

 

その他，ご不明な 点につきましては ，下記連絡先まで お問い合わ

せください。  

電 話： ０ ４ － ７ １ ６ ８ － １ ９ ９ ６  

メ ー ル： info-kr@city.kashiwa.chiba.jp 

担 当： 柏 市 役 所  高 齢 者 支 援 課  施 設 班  


